
マンション管理業
登録申請の手引き

国土交通省 四国地方整備局
建政部 計画・建設産業課

本冊子は、四国地方整備局管内のマンション管理業者を対象にしています。
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本書中に引用した法令等の略語は以下のとおりです。

「法」＝マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年１２月８日法律第１４９号）
「規則」＝マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成１３年７月１９日国土交通省令第１１０号）
「区分所有法」＝建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年４月４日法律第６９号）

（注意事項）
・本冊子については、四国地方整備局管内のマンション管理業者の事務担当者及び管理業務主任者向けに
手続き等の一助となるよう作成したものです。
本冊子に関してのお問い合わせは、国土交通省 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課

（℡：087-851-8061）にご連絡願います。
・本冊子については、平成２６年４月現在施行されているマンションの管理の適正化の推進に関する法律及び
関係法令等で規定された義務・手続き等についてとりまとめたものです。
申請等の際には、別途最新の法規程等について確認を行って下さい。



１．用語の定義①

マンションとは

本法にいう「マンション」とは、区分所有者が２以上存在し、人の居住の用に供する専有部分が１ヶ所以上
存在する建物をいい、その敷地や集会所・車庫等の附属施設も含まれます。
※居住用部分が存在しないテナントビルや賃貸マンション（分譲されたものを除く。）、一戸建住宅のみで構成される団地
については、本法に規定するマンションではありません。

－３－

マンションとは、次に掲げるものをいう。（法第２条第１項第１号）
イ ２以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号。以下「区分所有法」という。）第２条
第２項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建物で人の居住の用に供する専有部分（区分所有法第２条
第３項に規定する専有部分をいう。以下同じ。）のあるもの並びにその敷地及び附属施設

ロ 一団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。）が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建
物の所有者（専有部分のある建物にあっては、区分所有者）の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

法２条第１項第１号イのマンション

区分所有者が２名以上
存在し、居住用の専有部
分がある建物
（その敷地及び附属施設
を含む。）

法２条第１項第１号ロのマンション

第１号イのマンションを含む
複数の建物の所有者が共有
する団地の土地及び附属施設

マンションの区分所有者等（法第２条第１項第２号）

第１号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設
の同号ロの所有者をいう。

マンションの区分所有者等とは

管理組合（法第２条第１項第３号）

マンションの管理を行う区分所有法第３条若しくは第６５条に規定する団体又は
区分所有法第４７条第１項（区分所有法第６６条において準用する場合を含む。）
に規定する法人をいう。

管理組合とは
本法にいう「管理組合」とは、区分所有法に基づきマンションの区分所有

者等により構成される「管理組合」、「団地管理組合」、「管理組合法人」を
いいます。

管理者等（法第２条第１項第４号）

区分所有法第２５条第１項（区分所有法第６６条において準用する場合を含
む。）の規定により選任された管理者又は区分所有法第４９条第１項（区分所有法
第６６条において準用する場合を含む。）の規定により置かれた理事をいう。

管理者等とは
本法にいう「管理者等」とは、マンションの代表者である区分所有法に基

づき総会等で選任された「管理者」（管理組合の理事長）又は管理組合
法人の「理事」をいいます。

区分所有者等全員で構成

管理組合

監事

管理者等

総会等
で選任

本法にいう「マンションの区分所有者等」とは、法第２条第１項第１号イの
マンションの建物の区分所有者及び法第２条第１項第１号ロのマンション
の土地及び附属施設の所有者をいいます。
※商業用テナント部分の区分所有者、マンション内の緑地部分や附属施設の所有者

についてもマンションの区分所有者等に含まれます。

管理組合を代表し、
マンション管理事務を実施

【管理組合の構成概念図】

理事



管理事務（マンション標準管理委託契約書）

本法にいう「管理事務」とは、マンションの管理に関する事務全般であり、基幹事務【①管理組合の会計
の収入及び支出の調定、②出納、③マンション（専有部分を除く。）の維持又は修繕に関する企画又は実
施の調整】の内容が全て含まれているものをいいます。

管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務（管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納
並びにマンション（専有部分を除く。）の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。）を含むものをいう。
（法第２条第１項第６号）

１．用語の定義②
管理事務とは

－５－

①管理組合の会計の
収入及び支出の調定

収支予算案・決算案の素
案作成、収支状況の
報告等が該当します。

②出納

管理費、修繕積立金等の
金品の収納、滞納者への
督促協力、帳簿管理等が
該当します。

③マンション（専有部分を除く。）
の維持又は修繕に関する企画
又は実施の調整

長期修繕計画案の作成及び
見直し、修繕実施時の外注手続
きの補助や実施状況の確認等が
該当します。

－４－

基幹事務の内容

マンション標準管理委託契約書

管理組合とマンション管理業者との間で管理委託契約を締結する際の指針として「マンション標準管理委
託契約書」を国土交通省が定めています。
「マンション標準管理委託契約書」では、標準的な管理事務の内容として「事務管理業務」、「管理員業

務」、「清掃業務」、「建物・設備管理業務」の内容が規定されており、「事務管理業務」には基幹事務の内
容が全て含まれています。

事務管理業務のうち
①管理組合の会計の収入及び支出の調定
②出納
③マンション（専有部分を除く。）の維持
又は修繕に関する企画又は実施の調整

○基幹事務以外の事務管理業務
・理事会支援業務
・総会支援業務 等

○管理員業務
・受付等の業務
・点検業務 等

○清掃業務
○建物・設備管理業務
○その他委託されている内容

基幹事務

警備業務※１
防火管理者が
行う業務※１

※１ 警備業法に定める警備業務及び消防法に定める防火
管理者が行う業務は、管理事務には含まれないため、別
契約とすることが望ましい。

マンション標準管理委託契約書：http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html

【国土交通省ＨＰ】



１．用語の定義③

マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの（マンションの区分所有者等
が当該マンションについて行うものを除く。）をいう。（法第２条第１項第７号）

マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
（法第４４条第１項）

マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。（法第５３条）

マンション管理業とは

本法にいう「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受け、マンションの管理事務を業として行うことを
いいます。（自主管理に該当する場合を除く。）

マンション管理業を営もうとする者は、まずマンション管理業の登録を受けなければなりません。

登録を受けていない者がマンション管理業を営んだ場合、罰則の対象となります。（１年以下の懲役又は５０万
円以下の罰金【法第１０６条第２号】）

－５－

マンション管理業

区分所有者等以外の者が、
管理組合からの委託を受け、
マンションの管理事務を実施

業として行う場合、
マンション管理業の登録が必要です。

不動産賃貸業

宅地建物取引業

賃貸住宅管理業

不動産
コンサルタント業

駐車場管理業

①居住用部分の区分所有権を有する者が
管理事務を行う場合、自主管理に該当します。

②テナント部分の区分所有権を有する者が
管理事務を行う場合、自主管理に該当します。

③建物の敷地（団地内公園等）や附属施設（集会所等）の
所有権を有する者が管理事務を行う場合、自主管理に該当します。

④マンション管理業者が管理者の場合、
管理組合から委託を受けて管理を行うことと
なるため、自主管理ではありません。※

管理業者の代表者や役員が区分所有者等である場合やマンション管理業者が管理者である場合も
マンション管理業登録を受けなければなりません。
自主管理となるのは、マンション管理業者が区分所有者等である場合のみです。

※ 「管理者」については、区分所有者以外の者（マンション管理業者や外部の専門家等）を選任することができる。
（区分所有法第２５条第１項）

【参考：自主管理（マンション管理業登録の例外）】



第４４条第１項又は第３項の規定により登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）は、国土交通大臣に次に掲げ
る事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。（法第４５条）
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所（本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。）の名称及び所在地並び

に当該事務所が第５６条第１項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
三 法人である場合においては、その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人である場合においては、そ

の商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名）
五 第５６条第１項の規定により第２号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者（同条第二項の規定

によりその者とみなされる者を含む。）の氏名
２ 前項の登録申請書には、登録申請者が第４７条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土
交通省令で定める書類を添付しなければならない。

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道
開発局長に委任することができる。（法第１０４条）

四国４県に主たる事務所（本店）が所在するマンション管理業者の登録・監督権限等は、四国地方整備
局長に委任されています。

２．マンション管理業の登録

マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

－６－

申請者 四国地方整備局

登録申請書類
正本１部

登録申請書類提出先

登録申請に要する費用

本店等所在地 提出先 電話番号

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

〒760-8554
香川県高松市サンポート３番３３号
国土交通省 四国地方整備局 建政部
計画・建設産業課 賃貸住宅管理業係

087-851-8061

申請の区分 納付種別 登録免許税額、手数料 納付方法

新規登録 登録免許税 ９０，０００円 高松税務署へ納付

更新登録 更新手数料 １２，１００円 収入印紙を貼付

登録申請に対する処分に係る標準処理期間については、原則９０日（補正に要する期間を除く）です。
申請書類の審査は受付順に行っておりますので営業開始時期の計画等がある場合には、余裕を

もって申請手続を行って下さい。



法第４５条第１項第２号の事務所は、次に掲げるものとする。（規則第５２条）
一 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の
締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの

３．登録を受ける事務所

－７－

マンション管理業の事務所とは

徳島支店
マンション管理業を営む

香川支店
マンション管理業を営まない

事務所には、マンション管理業者の営業活動の拠点として使用できる形態が備わっていなければなりません。
①営業活動の場所として継続的に使用することができること
②社会通念上も物理的に事務所として認識される程度の形態を備えていること
③契約の締結又は履行に関する権限を有する者を配置していること。

四国地方整備局では、事務所形態の確認のため、事務所の案内図、建物の外観、執務スペース・接客ス
ペース等の写真の提出を求めています

本店
マンション管理業を営む

事務所の範囲

事務所要件

マンション管理業の事務所となるのは、次の２つです。
①商業登記簿に登記された「本店又は支店」※注１（規則第５２条第１号）

②継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履
行に関する権限を有する使用人※注２を置くもの（規則第５２条第１号）

マンション管理受託契約の締結等を行わない（独立してマンション管理業を営まない）支店等については、
登記の有無に関わらず事務所とはなりませんが、本店については、営業活動の統括等の機能を果たしてい
ることからマンション管理業を営まない場合も事務所として取り扱います。

【事務所の案内図】※Ｐ３３参照

【事務所の写真】※Ｐ３４参照

・建物全景及び入口部
（テナントビル内等に所在する場合、案内表示等）

・事務所の入口
・事務所内部（執務室及び接客スペース）
・業者票（掲示状況及び内容が判読できる程度の接写）

登録申請時等に
確認資料として提出

マンション管理業を営まない
支店等は登録不要。

注１ 社団法人、財団法人、協同組合、中間法人等商人（株式会社等）でない業者については、法人登記簿に登記された主
たる事務所又は従たる事務所をいう。

注２ 支店における支店長又は支配人に相当するような者をいう。



専任の管理業務主任者

管理事務の委託を受けた管理組合の数（３０管理組合につき１名以上・端数切り上げ）に応じ、登録を受
けた事務所毎に成年者である専任の管理業務主任者※注１を配置しなければなりません。

本店は常に「事務所」となるため、マンション管理業を営まない場合も最低１名以上の専任の管理業務主
任者を配置する必要があります。（法第５６条第１項ただし書き※注２に該当する場合を除く。）

マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管
理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分（区分所有法第１条に規定する建物の部
分をいう。以下同じ。）が国土交通省令で定める数以上である第２条第１号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む
管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。（法第５６条第１項）

４．専任の管理業務主任者

－８－

管理業務主任者とは
管理業務主任者とは、（一社）マンション管理業協会が実施する管理業務主任者試験（法第５７条）に合格し、

国土交通大臣の登録（法第５９条）を受け、管理業務主任者証の交付（法第６０条第１項）を受けている者をいいます。

徳島支店 マンション管理業を営む

香川支店 マンション管理業を営まない

本店 マンション管理業を営まない

事務所登録を受けていない支店等には、
専任の管理業務主任者の配置は不要です。

３０受託管理組合あたり１名以上の割合（端数切上）
となるよう、専任の管理業務主任者を配置する。

本店でマンション管理業を営まない場合も
原則として１名以上の専任の管理業務主
任者の配置を配置しなければならない。

注１ 専任の管理業務主任者
専任の管理業務主任者には、その事務所への常勤性・マンション管理業への専任性が求められており、勤務時間が一定

の時間帯に限られる非常勤職員やパートタイムの従業員は専任の管理業務主任者にはなれません。
また、他の事務所の専任の管理業務主任者や会社法上兼職が禁止されている監査役、宅地建物取引業の専任の取引

主任者や建設業の専任技術者等も専任の管理業務主任者にはなれません。

注２ 【法第５６条第１項ただし書き】
法第５６条第１項ただし書きに規定する事務所とは、居住用部分が５戸以下の管理組合からのみ管理事務を受託している

事務所（管理事務受託契約の締結を行っていない事務所を含む。）をいい、ただし書きに該当する事務所については専任の
管理業務主任者の設置義務が免ぜられる。
ただし書きに該当する事務所については、事務所の代表者又は代表者に準じる立場の者が管理業務主任者が行うべき事

務をすることができる。（法第７８条）

専任の管理業務主任者の配置数が不足する場合、２週間以内の適合措置が必要です。

マンション管理業者は、第１項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに
至ったときは、２週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。（法第５６条第３項）

登録後に受託管理組合数の増加や管理業務主任者の退職・管理業務主任者証の有効期限切れ等
により、専任の管理業務主任者が法定の配置数を満たさないこととなった場合、２週間以内に管理業務主
任者の新規雇用や配置転換等の方法で２週間以内に規定の配置数を満たさなければなりません。

専任の管理業務主任者の設置義務

専任の管理業務主任者

事務所に常勤し、マンション管理業に専任する



【登録取消処分】
１） 登録申請者（法人の場合、その役員）が、上記欠格要件①、④又は⑤に該当する場合。

２） マンション管理業について成年者と同一の行為能力の行為能力のない未成年者の法定代理
人又は法人の役員が上記欠格要件①～⑤に該当する場合。

３） 不正手段により、登録を受けた場合。

４） 業務停止処分に該当し、情状が特に重い場合又は業務停止処分に違反した場合

５．登録の欠格要件

－９－

国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに
重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなら
ない。（法第４７条）

財産的基礎

【登録欠格要件】
登録申請者（法人の場合、その役員）が、
① 現に破産者である者。

② 法第８３条による登録取消処分（以下、「取消処分」という。）を受けてから２年以内の者。（取消日前３０日以内

にマンション管理業者の役員であった者を含む。）

③ 現に法第８２条による業務停止処分を受けている者。

④ 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終了日等から２年以内の者。

⑤ 本法の規定により罰金刑に処せられ、その執行の終了日等から２年以内の者。

⑥ 心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの。

⑦ マンション管理業について成年者と同一の行為能力のない未成年者の法定代理人が、①～⑥に該当する者。

⑧ 法人の役員が、①～⑥に該当する者。

⑨ 事務所に法第５６条に規定する要件を備えていない者。※Ｐ７～Ｐ８参照

⑩ マンション管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有していない者。※下段参照

登録申請者が欠格要件に該当する場合、登録を受けることはできません。

法第４７条第１０号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額（以下「基準資産額」とい
う。）が、３００万円以上であることとする。（規則第５４条）

基準資産額は、第５３条第１項第７号又は第８号に規定する貸借対照表又は資産に関する調書（以下「基準資産表」と
いう。）に計上された資産（創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。）の総額から当該基準資産表に計上
された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。（規則第５５条第１項）

規則第５５条に基づき、算定された基準資産額※注１が３００万円未満の者は登録を受けることはできません。

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
（法第８３条）

登録後に欠格要件に該当した場合、登録取消処分の対象になります。

注１ 基準資産額
基準資産額とは、貸借対照表又は資産に関する調書に計上された資産

合計（繰延資産を除く）から負債合計を控除したものであり、おおむね純資産
の総額と合致します。

≒基準資産額



６．登録の有効期間、変更届出

－１０－

更新申請書
提出期間

マンション管理業者の登録の有効期間は登録を受けた日の翌日から５年間です。

有効期間満了後も引き続きマンション管理業を営む場合は登録の有効期間満了日の９０日前～３０日前
の間に更新の手続きを行わなければなりません。

登録の有効期間

マンション管理業者の登録の有効期間は、５年とする。（法第４４条第２項）

前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。（法第４４
条第３項）

法第４４条第３項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の９０日前から３０日前
までの間に登録申請書を提出しなければならない。（規則第５０条）

変更の届出義務

業務を継続登録の有効期間（５年間）

Ｈ１９．６．１０
登録

Ｈ１９．６．１１
登録の有効期間の始期
＊登録日の翌日

Ｈ２４．６．１１
更新した登録の
有効期間の始期

Ｈ２４．６．１０
登録の有効期間満了
＊登録日の５年後の応当日

Ｈ２４．３．１２ ～ Ｈ２４．５．１１

マンション管理業者は、第４５条第１項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から３０日以内に、その旨を国
土交通大臣に届け出なければならない。（法第４８条）

登録を受けた一定の事項に変更が生じた場合には、変更が生じた日から３０日以内に届出を行わな
ければなりません。
変更届出についても登録申請時と同じく主たる事務所（本店）の所在地を管轄する各地方整備局長

等宛に提出しなければなりません。

【届出が必要な事項】

１．商号、名称又は氏名、住所に関する変更
２．代表者又は個人（その法定代理人を含む。）に関する変更
３．事務所の名称又は所在地

法５６条第１項ただし書きに規定する事務所（専任の管理業務
主任者の配置義務が無い事務所）※Ｐ８参照であるかどうかの
別に関する変更

４．【法人の場合】役員（その法定代理人を含む。）に関する変更
５．専任の管理業務主任者に関する変更

登録の有効期限の到来についての事前案内は行っておりません。
ご注意下さい。

変更が生じた日から３０日以内

四国地方整備局

届出書類 正本１部

～ ～



７．登録申請必要書類一覧①

－１１－

様式番号 書類の名称 記載内容 法人 個人 備考

別記様式
第11号

登録申請書
（第一面）

商号又は名称
代表者又は個人

◎ ◎

（第二面） 法定代理人 ◎ ◎ 法定代理人設置業者のみ

（第三面） 役員 ◎ －

（第四面）
事務所
専任の管理業務主任者

◎ ◎
事務所毎に作成する。
テナントビル内等に所在する場合、
ビル名及び階数を表示する

（第五面）
専任の管理業務主任者
（５名以上の場合）

◎ ◎ 該当事務所のみ

（第六面）
登録免許税領収証書
又は収入印紙貼付

◎ ◎
新規：登録免許税 ９０，０００円
更新：収入印紙 １２，１００円

別記様式
第12号

添付書類（１）
誓約書

申請者
役員
法定代理人

◎ ◎

添付書類（２）
マンション管理業経歴書

事業の沿革
管理受託契約の実績

◎ ◎
初めて受けた登録以後の内容を記載
直近５事業年度分の実績を記載

添付書類（３）
専任の管理業務主任者
設置証明書

専任の管理業務主任者の数、
委託を受けた管理組合数を記入

◎ ◎ 事務所毎の配置状況を記載する。

添付書類（４）
（第一面）

相談役及び顧問 ◎ － 該当がない場合も提出する。

添付書類（４）
（第二面）

５／１００以上の
株主又は出資者

◎ － 該当がない場合も提出する。

添付書類（５）
略歴書

役名
専任の管理業務主任者
の別を記載

◎ ◎
住所地と居所が異なる場合には、
居所を上段に記載し、下段に住所地を
かっこ書きする。

添付書類（６）
資産に関する調書

資産及び負債の状況 － ◎ 個人のみ

添付書類（７）
返還債務の保証契約に
関する事項

第３者の名称
保証契約名称
保証契約の内容

◎ ◎ 該当がない場合、提出不要

添付① 身分証明書
役員（相談役及び顧問を含む）
専任の管理業務主任者

◎ ◎
監査役についても必要
本籍地の市区町村役場で入手

添付②
登記されていないことの
証明書

役員（相談役及び顧問を含む）
専任の管理業務主任者

◎ ◎
監査役についても必要
各法務局・地方法務局で入手

添付③ 履歴事項全部証明書 ー ◎ －

添付④
貸借対照表及び
損益計算書

－ ◎ －
直近１カ年分
新設法人の場合、貸借対照表のみ
財産要件：資産－負債＞３００万円

添付⑤
納税証明書（その１ 納税
額等証明用）

新設法人は不要 ◎ ◎
法人の場合は、法人税
個人の場合は、所得税

１）【新規・更新の際の法定書類】 正本１部提出



１ 四国地方整備局への登録申請の場合、法定書類及び確認書類については正本１部を提出して下さい。

２ 登録申請書（第四面）の取扱について
テナントビルに事務所を設けている場合等は、入居しているビル名及び階数についても申請書に記載して

下さい。

３ 登録申請書（第五面）について
登録免許税：￥９０，０００．－【新規】については、高松税務署へ納付し、その領収証書原本を貼付。
更新手数料：￥１２，１００．－【更新】については、収入印紙（消印無効）を貼付。

４ 確認資料の取扱について（参考様式：Ｐ３３～Ｐ３４）

■事務所の案内図
商号又は名称及び事務所の名称を記載した事務所所在地周辺の略図を提出して下さい。住宅

地図等の貼付による方法でもかまいませんが、所在地が判別できるよう○印等を記載下さい。

■事務所の写真
・建物全景
・建物入口（テナントビル内等に事務所を設置している場合、エントランス表示、テナント表示、集
合郵便受け及び外部吊り看板等所在がわかる写真を併せて提出する。）
・事務所入口
・事務所内部（執務スペース及び接客スペース）
・業者票（掲示状況及び内容が判読できる程度の接写）【新規登録申請時を除く。】
について提出して下さい。

７．登録申請必要書類一覧②

－１２－

２）【新規・更新の際の確認書類】

書類の名称 記載内容 法人 個人 備考

事務所の案内図
商号又は名称
事務所名の記載 要

◎ ◎

事務所の写真

建物全景
建物の入口（テナント表示）
事務所の入口
事務所内部（執務室・接客スペース）
業者票

◎ ◎
業者票については、
掲示状況、内容が確認できる写真を添付
（新規登録申請時は提出不要）

返信用封筒
角２封筒（A4判の書類が入るもの）
※登録通知書発送用

◎ ◎
切手貼付不要
登録通知書発送先を明記したもの

３）登録申請にあたっての留意事項

正本１部提出



８．変更届出等必要書類一覧①

－１３－

３）【変更の際の法定書類】

様式番号 書類の名称 記載内容
商号又は
名称変更

代表者の
就退任※

役員の
就退任※

専任の
管理業務主任者
の就退任※

別記様式
第13号

マンション管理業者
登録簿登録事項
変更届出書
（第一面）

商号又は名称
代表者又は個人

◎
項番11

◎
項番12

◎ ◎

（第二面） 法定代理人 －

◎
項番13
（個人）
項番14
（法人）

◎
項番15
（法人）

－

（第三面） 役員 － ー
◎
項番21

－

（第四面） 事務所 － － － －

（第五面） 専任の管理業務主任者 ー ー －
◎
項番30,41

別記様式
第12号

添付書類（１）
誓約書

申請者
役員
法定代理人

－ ◎ ◎ －

添付書類（３）
専任の管理業務
主任者設置証明書

専任の管理業務主任者
の数、委託を受けた
管理組合数を記入

－ － － ◎

添付書類（５）
略歴書

役名
専任の管理業務主任者
の別を記載

－
◎
就任者分

◎
就任者分

◎
就任者分

添付① 身分証明書
役員
専任の管理業務主任者

－
◎
就任者分

◎
就任者分

◎
就任者分

添付②
登記されていない
ことの証明書

役員
専任の管理業務主任者

－
◎
就任者分

◎
就任者分

◎
就任者分

添付③ 履歴事項全部証明書 ー ◎ ◎ ◎ －

正本１部提出

※代表者、役員、専任の管理業務主任者（代表者及び役員については、その法定代理人を含む。）
の氏名変更の場合の届出書類については、就退任時と同様に取り扱いますが、別記様式第１２号に
定める添付書類（１）～（７）※Ｐ１１参照及び上表の添付①～③の提出は不要です。
ただし、変更事項の確認のため、代表者及び役員の場合には、「履歴事項全部証明書」（コピー

可）。専任の管理業務主任者の場合には、「住民票抄本」（コピー可）又は「戸籍抄本」（コピー可）を
別途提出して下さい。

氏名又は役職変更の際の
提出書類一覧（コピー提出可）

履歴事項
全部証明書

住民票抄本 戸籍抄本

代表者又は役員 氏名変更 ◎ － －

専任の管理業務主任者 氏名変更 － ◎ ◎

どちらか一方



８．変更届出等必要書類一覧②

－１４－

４）【変更の際の法定書類 続き】

様式番号 書類の名称
主たる事務所
の所在地変更

従たる事務所
の新設

従たる事務所
の移転

事務所の
名称変更

事務所の
一部廃止

備考

別記様式
第13号

マンション管理業者
登録簿登録事項
変更届出書
（第一面）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（第二面） － － － － －
法定代理人
設置業者のみ

（第三面） － － － － －

（第四面）
◎
項番30,31

◎
項番30,31

◎
項番30,31

◎
項番30,31

◎
項番30,31

テナントビル内
等に所在する
場合、ビル名及
び階数表示要

（第五面） －
◎
項番41

－ －
◎
項番30,41

別記様式
第12号

添付書類（１）
誓約書

－ － － － －

添付書類（３）
専任の管理業務
主任者設置証明書

－ ◎ － － － 該当事務所分

添付書類（５）
略歴書

－
◎
専任の管理
業務主任者

－ － －

住所地と居所
が異なる場合
には下段に住
所地をかっこ書
き

添付① 身分証明書 －
◎
専任の管理
業務主任者

－ － －
本籍地の市区
町村役場で入
手

添付②
登記されていない
ことの証明書

－
◎
専任の管理
業務主任者

－ － －
各法務局・地
方法務局で入
手

添付③ 履歴事項全部証明書 ◎ － － － －

正本１部提出

変更の届出については、変更が生じた日から３０日以内に届出を行わなければなりま
せん。（法第４８条）※Ｐ１０参照

特に身分証明書（本籍地の市区町村役場にて入手）や登記されていないことの証明書（各法務局・地方
法務局にて入手）の準備に時間がかかる場合がありますので期限内に届出できるようご注意下さい。



書類の名称 記載内容
専任の管理
業務主任者
の就退任

主たる
事務所の
所在地変更

従たる
事務所
の新設

従たる
事務所
の移転

備考

事務所の案内図
商号又は名称
事務所名の記載

－ ◎ ◎ ◎ －

事務所の写真

建物全景
建物の入口
（テナント表示）
事務所の入口
事務所内部
（執務室・接客ス
ペース）
業者票

－ ◎ ◎ ◎
業者票については、
掲示状況、内容が
確認できる写真を添付

８．変更届出等必要書類一覧③

－１５－

５）【変更の際の確認書類】 正本１部提出

６）【廃業等の届出】※Ｐ４２参照

○法定書類

様式番号 書類の名称 記載内容 備考

別記様式
第１４号

廃業等届出書

届出の理由
商号又は名称
代表者氏名
主たる事務所の所在地
届出事由の生じた日
届出人との関係

届出義務者は以下のとおり（法第５０条）
1．マンション管理業者（個人業者）が死亡した場合

その相続人
2．法人が合併により消滅した場合

その法人を代表する役員であった者
3．破産手続開始の決定があった場合

その破産管財人
4．法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

その清算人
5．マンション管理業を廃止した場合

マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人
を代表する役員

正本１部提出

「商号又は名称変更」、「代表者、役員（その法定代理人を含む。）の就退任」、「事務所の名称変更」、
「事務所の一部廃止」の場合、確認書類の提出は不要です。

届出を行うべき理由が生じた日から３０日以内に届出しなければなりません。



－１６－

申請書記載例

・新規申請

・更新申請



－１７－

四国

令和 ２ ５ １

四国マンション管理(株)

代表取締役 建政 太郎

０８７

８１１

８０６１

０８７

８５１

８４１４

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

平成２７ ７ １ 令和２ ６ ３０

新規登録申請時
は記載不要。

記載例＜新規・更新申請：法人＞

２

シ コ ク マ ン シ ョ ン カ ン リ カ フ ゛ シ キ カ ゛ イ

シ ャ 1
四 国 マ ン シ ョ ン 管理 株 式 会 社

香 川 県高 松 市 サ ン ホ ゜ ー ト ３ － ３ ３

０ １

ケ ン セ イ タ ロ ウ

８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８

建 政 太 郎

Ｈ ０ ４ １ ２ １ ４

管理業務主任者の場合、
専任の有無に関わらず
登録番号を記入する。

更新申請については、登録の有効期間満了日の９０
日前から３０日前までの間に申請しなければなりませ
ん。（規則第５０条）

法人の場合、登記簿記載の商号
個人の場合、商号登記された商号、営業
に用いる名称（屋号）又は住民票記載の
氏名を記載する。

法人の場合、登記簿記載の本店等の所在地
個人の場合、住民票上の住所を記載する。

７ ６ ０ ８ ５ ５ ４

登録の種類に応じ、番号記載。



－１８－

１

計 建 二 郎
ケ イ ケ ン シ ゛ ロ ウ

０ １

フ ト ゛ ウ サ フ ゛ ロ ウ
不 動 三 郎

Ｔ １ ５ ０ ６ ０ １

Ｍ ４ ５ ０ ５ ０ ２

第一面及び第三面に代表者又は役員として記入した者については記載しない。
法定代理人の役員が４名以上の場合、本様式を追加すること。

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

第二面については、法定代理人が設置されている場合のみ提出する。

項番「１３」については、
個人業者の場合のみ
記載する。

【法定代理人について】
成年被後見人・被補佐人に該当する場合、法定代理人が置かれることと

なるが、登録欠格要件に該当する。
よって、法定代理人を設置して登録を受けることができるのは、婚姻による成

年擬制の適用を受けない未成年者又は補助開始の審判を受けた被補助
人が代表者又は法人の役員となる場合に限られる。

０ ２

更新申請の場合には、必ず記載すること。

項番「１４」及び「１５」に
ついては、法人の場合
のみ記載する。



－１９－

１

０ ２ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７

徳 島 四 郎

ト ク シ マ シ ロ ウ

０ ２

エ ヒ メ コ ゛ ロ ウ
愛 媛 五 郎

Ｈ １ ０ ０ ６ ０ １

Ｈ ０ １ ０ ５ ０ １

高 知 花 子
コ ウ チ ハ ナ コ

０ ３

Ｍ ４ ５ ０ ５ ０ ２

第一面及び第二面に代表者又は役員として記入した者については記載しない。
役員が６名の場合、本様式を追加すること。

記載すべき役員の範囲
は、法人登記簿の「役員
に関する事項」欄に記載
された者であり、第一面及
び第二面に記載していな
い者全てが対象となる。

８ ８ ８ ８ ８ ８

第三面については、申請者が法人の場合のみ提出する。

管理業務主任者の場合、
専任の有無に関わらず
登録番号を記入する。

更新申請の場合には、必ず記載すること。



－２０－

１

本 店

７ ６ ０ ８ ５ ５ ４

香川 県 高 松市サ ン ホ ゜ ー ト ３ － ３ ３
サ ン ホ ゜ ー ト 合 同 庁舎 前 ビ ル １ １ 階

町名以降の「丁目」「番」「号」については、
－（ダッシュ）にて区切って記載する。
ビル内に所在する場合には、ビル名及び階
数を記載例のとおり記入する。

０ ８ ７ － ８ ５ １ － ８ ０ ６ １

事務所に常勤し、マンション管理業に専任する者であれば、法人の代表者、役員（非常勤役
員、監査役を除く）についても専任の管理業務主任者として配置することができる。

専任の管理業務主任者を５名以上の場合、第五面に記載する。

商号又は名称は記載しない。

第四面については、事務所毎に記載する。

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

１

専任の管理業務主任者の
設置義務のない事務所
については、“１”を記載する。
※下記注釈参照８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８

ケ ン セ イ タ ロ ウ

建 政 太 郎

Ｈ １ ２ １ ２ １ ４

更新申請の場合には、必ず記載すること。

【法第５６条第１項ただし書きに該当する事務所について】※Ｐ８参照

居住用部分が５戸以下の管理組合からのみ管理事務を受託している事務所（管理事務受
託契約の締結を行っていない事務所を含む。）については、専任の管理業務主任者の設置
義務は適用されない。

法第７８条の規定により、専任の管理業務主任者を配置しない事務所については、事務所
の代表者等が管理業務主任者として行うべき事務を代わって行うことができる。



－２１－

２

阿 波支店

７ ７ ０ ８ ５ ５ ４

徳 島県徳 島 市上 吉 野 町 ３ － ３ ５
徳 島事 務所 ヒ ゛ ル ３ 階

町名以降の「丁目」「番」「号」については、
－（ダッシュ）にて区切って記載する。
ビル内に所在する場合には、ビル名及び階
数を記載例のとおり記入する

０ ８ ８ － ８ ８ ８ － ８ ８ ８ ８

商号又は名称は記載しない。

第四面については、事務所毎に記載する。

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

２

専任の管理業務主任者の
設置義務がある事務所に
ついては、“２”を記載する。
※Ｐ２０注釈参照７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７

ト ク シマ シ ロ ウ

Ｈ １ ０ ０ ６ ０ １
徳 島 四 郎

１ １ １ １ １ １ １ １

三 好 一 子
ミ ヨ シ カ ス ゛ コ

Ｓ １ １ １ １ １ １

２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

ミ マ シ ゛ ョ ウ シ ゛
美 馬 丈 二

Ｓ ２ ２ ０ ２ ２ ２

３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３

鳴 門 敬 三
ナ ル ト ケ イ ソ ゛ ウ

Ｓ ３ ３ ０ ３ ０ ３

更新申請の場合には、必ず記載すること。

専任の管理業務主任者を５名以上の場合、第五面に記載する。



－２２－

１

阿波支店

阿 南 四 郎
ア ナ ン シ ロ ウ

Ｓ ４ ４

事務所の専任の管理業務主任者が５名以上の場合に使用する。

商号又は名称は記載しない。

８ ８ ８ ８ ８ ８

４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

０ ４ ０ ４

更新申請の場合には、必ず記載すること。



－２３－

新規申請の場合、
高松国税局高松税務署へ登録免許税９万円を納付し、
その領収証書原本を貼付する。
更新申請の場合、
収入印紙１２，１００円分を貼付する。（消印無効）

【新規申請時の貼付例】 【更新申請時の貼付例】

消印しては
いけません。



－２４－

令和 ２ ５ １

四国マンション管理(株)

代表取締役 建政 太郎

代表取締役 計建 二郎

整備マンション管理(株)

法定代理人が置かれている場合、
連署する。

四国



－２５－

１９ ６ ３０

新規

２０ ７ ３０

商号変更

計建マンション
管理（株）より

２１ １ ３０

合併

不動マンション
管理（株）と合併

新規申請の場合、最初の登録欄には
「新規」と記載する。
組織変更欄には、法人の合併、商号・名称又は
氏名の変更について記載する。

２６ ７ １

２７ ６ ３０

２７ ７ １

２８ ６ ３０

２８ ７ １

２９ ６ ３０

２９ ７ １

３０ ６ ３０

３０ ７ １

１ ６ ３０

０

０

０

０

０

１

１１１

１

１

１１

１０

１１１０

１０

１０

１１０

１００

１１１００

１００

１００

１１００

１５０

１５１００

１５０

１５０

１５００

直近５事業年度分の実績を記載する。
新規申請の場合は、記載不要。

【管理受託契約の実績の計上方法】

・受託契約件数
・受託組合数
・受託棟数
・受託戸数

・受託契約金額
（千円）

事業年度末時点の契約数を記載する。

事業年度中の受託契約額合計を記載する。
（途中解約分を含む。）



－２６－

四国マンション管理(株)
代表取締役 建政 太郎

四国

令和 ２ ５ １

本店

阿波支店

香川県高松市サンポート３－３３
サンポート合同庁舎前ビル１１階

徳島県徳島市上吉野町３－３５
徳島事務所ビル３階

１名 ０組合

５名 １５０組合

事務所の名称、所在地については、
登録申請書（第四面）の記載内容と
同じ内容を記載する。

委託を受けた管理組合数３０あたり
１名以上の専任の管理業務主任者
の配置が必要となる。



－２７－

申請者が法人の場合のみ作成する。
該当がない場合も提出が必要。

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

１ １ Ｈ ２ ０ ０ ４ ０ １

高 松 五 郎

タ カ マ ツ コ ゛ ロ ウ

Ｓ ５ ５ ０ ５ ０ ５
７ ６ ０ ８ ５ ４ ６

香 川 県高 松市 福 岡町 ４ － ２ ６ － ３ ２

１ ２ Ｈ ２ １ ０ ４ ０ １

松 山 六 郎
マ ツ ヤ マ ロ ク ロ ウ

Ｓ ０ ６ ０ ６ ０ ６

愛 媛 県松 山市 土居 田 町 ７ ９ ７ － ２

７ ９ ０ ８ ５ ７ ４

相談役又は顧問が５名以上の場合、
本様式を追加すること。

更新申請の場合には、必ず記載すること。

【相談役、顧問についての提出書類】
相談役及び顧問についても「添付書類（６） 略歴書」※Ｐ２９参照、「身分証明書」、「登記さ

れていないことの証明書」を提出すること。



－２８－

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

タ カ マ ツ フ ト ゛ ウ サ ン カ フ ゛ シ キカ ゛ イ シ ャ

７ ６ ０ ８ ５ ４ ６

香 川 県高 松市 福 岡町 ４ － ２ ６ － ３ ２

大 洲 七 海
オ オ ス ゛ ナ ナ ミ

愛 媛 県大 洲市 中 村 ２ １ ０

７ ９ ５ ８ ５ １ ２

５／１００以上の株主又は出資者が５名以上の場合、
本様式を追加すること。

高 松 不 動産 株式会 社

１００ １０．０

Ｓ ５ ５ ０ ５ ０ ５

５０ ５．０

法人株主の場合

個人株主の場合

更新申請の場合には、必ず記載すること。

申請者が法人の場合のみ作成する。
該当がない場合も提出が必要。



－２９－

香川県高松市サンポート１１１１－１
（東京都千代田区霞ヶ関７７７７－７）

現住所と住民票上の住所が異なる場合、
住民票上の住所を下段かっこ書きで記載する。

ケンセイ タロウ

建政 太郎

代表取締役
専任の管理業務主任者（本店）

８８８８８８８８

平成 ４年１２月１４日

役員等の役名
専任の管理業務主任者
相談役・顧問については、
職名と併せて記載する。

管理業務主任者登録を受けている場
合、専任の有無に関わらず、登録番号
を記載する。

Ｈ１９ ４ １ 高松不動産（株）にて営業職として勤務

Ｈ２０ ４ １
高松不動産（株） 取締役兼サンポート支店長に就任

Ｈ２０ ３ ３１

Ｈ２１ ３ ３１

四国マンション管理（株） 取締役兼徳島支店長に就任
（Ｈ２１．４．１ 徳島支店の専任の管理業務主任者に就任）

職歴については、入職時から申請日までの主な職歴を記載することとし、
特に勤務先が変更となっている場合は必ず記載する。
専任の管理業務主任者への就任については、かっこ書きで記載する。

令和 ２ ５ １
建政 太郎

Ｈ２１ ４ １
Ｈ２２ ３ ３１

Ｈ２２ ４ １
Ｈ２３ ３ ３１

四国マンション管理（株） 専務取締役に就任
（Ｈ２２．４．１ 本店の専任の管理業務主任者に就任）

Ｈ２４ ４ １ 四国マンション管理（株） 代表取締役に就任
現在に至る。

登録申請書（第一面）～（第五面）に記載した代表者等、法定代理人、役員、専任の
管理業務主任者及び添付書類（４） （第一面）の相談役及び顧問について提出すること。

【提出対象者】
・代表者【登録申請書 （第一面）】
・代表者又は役員の法定代理人【登録申請書 （第二面）】
・法人の役員【登録申請書 （第三面）】
・専任の管理業務主任者【登録申請書 （第四面）及び（第五面）】
・相談役及び顧問【添付書類（４）】



－３０－

個人のみ（法人については、提出不要）

令和 ２ ５ １

申請日前３ヵ月以内の時点で作成する。
（申請日時点が望ましい。）

１０，０００，０００円

５０，０００，０００円 宅地５００坪（香川県高松市）

５，０００，０００円 ゴルフ会員権
（四国整備カントリークラブ他）

８０，０００，０００円 住宅１，０００㎡（香川県高松市）

１４５，０００，０００円

１００，０００，０００円 銀行からの借入れ
（四国整備銀行他）

１００，０００，０００円



－３１－

一般社団法人
マンション管理業協会
保証機構

管理費等保証委託契約 管理費等又は委託業務費の返
還債務を負うこととなった場合、
保証機構が保証委託者に替わっ
てその返還債務につき管理費等
１ヵ月分の額を限度として履行す
る。

該当がない場合、提出不要

法第７６条に規定する財産の分別管理方法として、
施行規則第８７条第２項第１号イ又はロに定める方式により
管理費、修繕積立金等の金銭を管理する場合には、
原則として保証契約を締結しなければいけません。

※別冊「マンション管理業のポイント」参照



－３２－

申請書参考資料

・案内図

・事務所の写真



－３３－



－３４－



－３５－

変更届出書等記載例

・変更届出書

・廃業等届出書



－３６－

四国

建政マンション管理(株)
代表取締役 計建 二郎

令和 ２ ６ １

０８７ ８５１ ８０６１

０８７ ８１１ ８４１４

項番「１１」又は「１２」の変
更の場合、変更後の内
容に基づき、記載すること。

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

該当する事項につき、○印を記載する。

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０

香 川県 高 松市 サ ン ホ ゜ ー ト ８ ８ － ８ ８ ８ ８

ケ ン セ イ マ ン シ ョ ン カ ン リ カ フ ゛ シ キ カ ゛ イ
シ ャ
建 政マ ン シ ョ ン 管理 株式 会 社

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０

０ １

１

０ ２ ０ ５ ３ ０Ｒ
０ １

８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８

ケ イ ケ ン シ ゛ ロ ウ

計 建 二 郎
Ｔ １ ５ ０ ６ ０ １

ケ ン セ イ タ ロ ウ
建 政 太郎

Ｈ ０ ４ １ ２ １ ４

変更のあった事項に
つき記載する。
法人の場合、
変更年月日は、登記簿
記載の変更等の年月日
と合致する。

変更のあった日から３０日以内に届出する。

管理業務主任者の場合、
専任の有無に関わらず
登録番号を記入する。

空白期間は生じない。

７ ６ ０ ８ ５ ５ ４

シコクマンションカンリカブシキガイシャ
四国マンション管理株式会社
香川県高松市サンポート３－３３

必須記載



－３７－

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８
第一面に記載した申請時の
登録番号を記載する。

項番「１３」については、
個人業者の場合のみ
記載する。

ケ イ ケ ン シ ゛ ロ ウ
計 建 二 郎
Ｔ １ ５ ０ ６ ０ １

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０
０ １

１

【記載方法】
交代等※Ｐ３８参照については、変更前・変更後の記入欄
就任については、変更後の記入欄のみ（上段）
退任については、変更前の記入欄のみ（下段）
に記載する。

フ ト ゛ ウ サ フ ゛ ロ ウ
不 動 三 郎
Ｍ ４ ５ ０ ５ ０ ２

０ ２
Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０ １

シマ ン ト キ ヨ コ

四 万 十 清 子

０ ２

Ｓ ４ ５ ０ ５ ０ ５

第一面及び第三面に代表者又は役員として記入した者については記載しない。
法定代理人の役員の変更が２名以上の場合、本様式を追加すること。

項番「１４」及び「１５」に
ついては、法人の場合
のみ記載する。



－３８－

０ ２

エ ヒ メ コ ゛ ロ ウ
愛 媛 五 郎
Ｈ ０ １ ０ ５ ０ １

１Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０

０ １

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０

５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

ア シス ゛ リ ミ サ キ
足 摺 岬

Ｒ ０ ２ ０ ５ １ ３
０ ３

Ｒ ０ ２ ０ ５ １ ３

２

０ ３

コ ウ チ ハ ナ コ

Ｍ ４ ５ ０ ５ ２

高 知 花 子

ム ロ ト ハ ナ コ
室 戸 花 子
Ｍ ４ ５ ０ ５ ０ ２

第一面に代表者として記入した者については記載しない。
役員の変更が３名以上の場合、本様式を追加すること。

Ｓ ６ １ ０ ６ ０ １

代表取締役が複数存在
する場合、マンション管理
業に関する代表権を有し
ない代表取締役は第三
面に記載する。

【記載方法】
交代等※については、変更前・変更後の記入欄
就任については、変更後の記入欄のみ（上段）
退任については、変更前の記入欄のみ（下段）
に記載する。

※ 【交代等について】
変更前・変更後の両方の欄に記載が必要なのは、
①代表者、役員（その法定代理人を含む。）又は専任の管理業務主任者の交代
②代表者、役員（その法定代理人を含む。）の役名コードの変更
③代表者、役員（その法定代理人を含む。）又は専任の管理業務主任者の氏名変更

第一面に記載した申請時
の登録番号を記載する。



－３９－

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

１

香 川県 高 松市 サ ン ホ ゜ ー ト ８ ８ － ８ ８ ８ ８
四 国整備 局 ヒ ゛ ル ８ 階

２

７ ６ ０ ８ ５ ５ ４

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０

香 川 本店

本店

１

０ ８ ７ －８ ５ １ －８ ０ ６ １
１

第四面については、事務所毎に記載すること。

商号又は名称は記載しない。
変更前の事務所の名称を記載する。

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０
本店
香川県高松市サンポート３－３３ サンポート合同庁舎前ビル１１階

町名以降の「丁目」「番」「号」については、
－（ダッシュ）にて区切って記載する。
ビル内に所在する場合には、ビル名及び階
数を記載例のとおり記入する。

【記載方法】
内容の変更については、変更前・変更後の記入欄
新設については、変更後の記入欄のみ（上段）
廃止については、変更前の記入欄のみ（下段）
に記載する。

第一面に記載した申請時の
登録番号を記載する。



－４０－

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

第五面については、事務所毎に記載すること。

１

事務所の名称変更を伴う場合は、
変更前の内容に基づき、記載する。

本店

１

８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８

建政 太郎

ケンセイ タロウ

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０

法第５６条第１項ただし書きに該当する事務所※Ｐ８参照については、専任
の管理業務主任者を配置しないことができる。

専任の管理業務主任者の就退任又は氏名変更が
３名以上の場合、本様式を追加すること。

【記載方法】
交代等※Ｐ３８参照については、変更前・変更後の記入欄
就任については、変更後の記入欄のみ（上段）
退任については、変更前の記入欄のみ（下段）
に記載する。

第一面に記載した申請時の
登録番号を記載する。



－４１－

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

第五面については、事務所毎に記載すること。

２

阿波支店

１

４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

阿南 四郎
アナン シロウ

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０
６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

ガモウダ ミナミ
蒲生田 美波

Ｓ５５ ５ ５

Ｒ ０ ２ ０ ５ ３ ０

７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ １
ヒワサ ミチオ
日和佐 道夫

１

Ｓ５０ ５ ５

欠員等の理由により、
規則第６１条の定足数を
満たさないこととなった場合、
２週間以内の適合措置が
必要となる。※Ｐ８参照

変更後も委託を受けた管理組合数３０あたり
１名以上の専任の管理業務主任者の配置が
行われていることが必要となる。

専任の管理業務主任者の就退任又は氏名変更が
３名以上の場合、本様式を追加すること。

【記載方法】
交代等※Ｐ３８参照については、変更前・変更後の記入欄
就任については、変更後の記入欄のみ（上段）
退任については、変更前の記入欄のみ（下段）
に記載する。

第一面に記載した申請時の
登録番号を記載する。



－４２－

四国

令和 ２ １０８

建政マンション管理(株)

代表取締役 計建 二郎

１ ８ ８ ８ ８ ８ ８

該当する理由に
○印を記載する。

必須記載

建政マンション管理株式会社

計建 二郎

香川県高松市サンホ ゜ー ト ８８－８８８８

香川県高松市サンホ ゜ー ト ８８－８８８８
四国整備局ビル８階

令和 ２年 ８月 １日

届
出
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
届
出
を
行
う
。

【廃業届出を行うべき者】
①個人業者の死亡の場合、相続人
②法人が合併により消滅した場合、消滅した法人の代表役員
③破産手続開始決定による場合、破産管財人
④法人であり、②・③以外の理由で解散した場合、清算人
⑤廃業する場合、個人業者本人又は法人の代表者





２０２１．１


